
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  欠損金の繰越控除制度の改正                

Ｑ：平成27年度の税制改正では、欠損金の

繰越控除制度が見直されるとか。どのように

なるのですか？                                      

                                             

Ａ：次のようになります。 

【解説】 

 ①繰越控除限度額の段階的引下げ 

  青色申告書を提出した事業年度の欠損金の

繰越控除制度、青色申告書を提出しなかった

事業年度の災害による損失金の繰越控除制度

及び連結欠損金の繰越控除制度における控除

限度額が、次のように段階的に引き下げられ

ます。ただし、中小法人、公益法人等、協同

組合等、人格のない社団等は現行のままとさ

れています。この改正は、平成27年４月１日

開始事業年度から適用されます。 

 ・平成27年４月１日から平成29年３月31日ま

での間に開始する事業年度 

  繰越控除前所得金額の80%→65% 

 ・平成29年４月１日以後に開始する事業年度 

  繰越控除前所得金額の50%に 

 ②繰越期間の延長 

  青色申告書を提出した事業年度の欠損金の

繰越控除制度、青色申告書を提出しなかった

事業年度の災害による損失金の繰越期間が10

年(現行９年)に延長され、これに伴って、繰

越控除制度の適用に係る帳簿書類の保存期間

も同様に延長されます。また、これに伴い、

法人税の更正の期間期限及び更正の請求期間

も同様に延長されます。 

  この改正は、平成27年４月１日以後開始事

業年度において生じた欠損金に適用されます。 
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